
鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）第４条

の規定に基づき、鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金（以下「本補助金」という。）の交付につ

いて、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、地域の安全安心な暮らしを守るために必要な機能を維持し、持続可能な地域の活性化を図

るため、中山間地域の集落や地域住民が連携して取り組む小さな拠点づくりについて、小さな拠点の立ち上げ

や機能の拡充、持続的な運営及び若い担い手の育成を目的として交付する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）中山間地域 

    鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例（平成20年鳥取県条例第63号）及び鳥取県みんなで取り組

む中山間地域振興条例第２条第１項第４号の規則で定める地域を定める規則（平成20年鳥取県規則第91号）

に定める地域。 

（２）小さな拠点づくり 

   小学校区など、複数の集落で構成される基礎的な生活圏において、住み慣れた地域に安心して暮らし続け

ることができるよう、住民同士の話し合いを通じて暮らしを守るための仕組みづくりの実践に取り組むこと。 

（３）広域的地域運営組織 

   単一集落を超えた広域的な地域単位（小学校や地区公民館等）で、地域の暮らしを守るため地域住民が中

心となって形成され、様々な関係主体とともに地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織として

市町が認める団体。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、第２条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「間接補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、当該間接補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費（以下「間接補

助対象経費」という。）の額（仕入控除税額（間接補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額

と、当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。

以下同じ。）を除く。）に同表第４欄に定める率を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する同表第５欄に掲

げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、間接補助対象経費の額に別表の第６欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得

た額（同表の第７欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。）

以下とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、本補助金以外の規則に基づく補助金及び交付金の交付対象となる事業について

は、本補助金は交付しないものとする。 

４ 鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、原則

として県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請時期は、原則として、事業開始の20日前までとする。ただし、市町の予算措置が未

定の場合は予算決定後速やかに申請するものとし、４月１日を補助対象とする場合は４月10日までに申請する

ものとする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるものとし、別表

の第１欄に掲げる（２）の事業においては所管の地方機関の長に提出し、（１）の事業においては知事宛で中



山間・地域交通局中山間地域政策課に提出するものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２

項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む間接補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除

税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第６条 前条による交付申請を受けた知事及び所管の地方機関の長は、本補助金の交付決定を、原則として交付

申請を受けた日から20日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第４条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を

含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速

やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）

から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第７条 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、第４条第１項に規定する間接補助金(以下

「間接補助金」という。)を交付するときは、その交付を受ける者(以下「間接補助事業者」という。)に対し、

次の表の左欄に掲げる規則の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それ

ぞれ読み替えたものとする。)に準じた内容の条件を付さなければならない。 

第12条（第４項を除く。）、第13

条、第14条、第16条第２項後段、第

17条、第25条及び第26条 

補助事業者等 間接補助事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第２号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第３号による 補助事業者が定める 

補助金等及び間接県費補助金等 間接補助金 

 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額を伴う変更 

（２）事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更 

２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第12条の規定に準じた内容の条件に基づき、間接補助事

業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第２号による申請書を知事に提出して、

その承認を受けなければならない。 

２ 第６条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第12条第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、次に掲げる変更等を定めてはならない。 

 （１）間接補助事業に係る前条第１項に定める変更 

 （２）間接補助事業の中止及び廃止 

 

（指示等の報告） 

第10条 補助事業者は、第７条の規定により付した規則第13条又は第16条第２項後段の規定に準じた内容の条

件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受けたときは、直ちにその旨



を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第11条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行わなけ

ればならない。 

 （１）規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から

20日を経過する日と、当該年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日とする。ただし、本補助金の全額

が概算払いにより交付された場合にあっては、交付決定年度の翌年度の４月20日とする。 

 （２）規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４月

10日とする。 

２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号によるも

のとする。ただし、別表第1欄の（２）の事業については、第２号に係る書類の添付として、事業年度の翌年

の６月30日までに様式第３号を提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」

という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、間接補

助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除

税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式

第４号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなけ

ればならない。 

 

（間接補助金の支払い） 

第12条 補助事業者は、間接補助事業に係る本補助金の支払いを受けたときは、その支払いを受けた額に応じた

額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなくてはならない。 

 

（雑則） 

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、必要に応じて地域づく

り推進部長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

２ 「鳥取県スーパーコンパクトビレッジ（小さな拠点プラス）促進支援事業費補助金交付要綱」（平成28年３

月23日付第201600001066号元気づくり総本部長通知）は廃止する。 

   附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年３月29日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 



 別表（第４条関係） 

１ 補助事業 ２ 事業実施

主体 

３ 補助対象経費 ４ 間接

補助率 

５ 間接

交付主体 

６ 補

助率 

７ 県補助限度額 

（１）鳥取県版小

さな拠点づくり

支援事業【日本財

団共同プロジェ

クト】 

・市町 

・日本財団支

援事業の事業

実施主体 

中山間地域において、小さな拠点づくりに係る次の経費であっ

て、日本財団支援事業に関連するもの。 

ア 日本財団による整備支援（車両導入や施設整備等）に付随す

る計画策定や運営費等推進事業費 

イ その他事業実施に不可欠な経費 

※人件費及び食糧費は除く。 

 

 

10/10 市町 10/10 １拠点当たり5,000千

円又は日本財団によ

る支援額の1/10相当 

 

（２）鳥取県版小

さな拠点担い手

育成支援事業 

・広域的地域

運営組織又は

市町が同等と

認める団体 

・複数集落で

構成する住民

団体等 

中山間地域において、地域の活動拠点を活用した取組で、地域課

題の解決に向けた取組を行うなど小さな拠点づくりの発展が見

込まれる団体等が、次世代のリーダーとして概ね 60 歳以下の担

い手を雇用・確保して育成するのに必要な次の経費 

ア 担い手活動費（担い手に係る給料・社会保険料・旅費等） 

イ 担い手に対する研修等に必要な経費（受講料、旅費、賃金、

需用費、使用料、燃料費等） 

ウ 地元での研修会、イベント開催等に必要な経費（講師謝金・

旅費、印刷製本費、使用料、需用費等） 

エ その他事業実施に必要な経費 

10/10 市町 1/2 １拠点当たり 

1,500千円／年 

 

なお、事業開始から３

年間を限度とする。 

（３）鳥取県版小

さな拠点づくり

支援事業【複数拠

点での無償運送

モデル支援】 

市町 複数の小さな拠点づくりの実践地域において、移動手段を持たな

い高齢者等を対象として、市町所有の車両を活用し、地域住民を

主体として地域内を無償運送する仕組みを構築するモデル事業

に必要な車両購入費（車両本体価格及び必要最低限と認められる

オプションに係る費用に限る。車両導入に係る税金や販売諸費用

等は除く。） 

－ － 1/2 1台当たり 

2,000千円  

※（１）については、１拠点あたり拠点を構成する機能全体のなかで県負担額と同額以上の額を市町が負担すること。 

 



様式第１号（第５条、第１１条関係） 

 

鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業計画及び収支予算書（実績報告及び収支決算書） 

 

１ 事業実施主体 

事業実施主体名  

代表者氏名  

所在地・連絡先  

 

市町担当課・担当者名

（連絡先） 

 

 

２ 事業の概要 

事業実施期間   年  月  ～      年  月 

事業実施地区 ○○町○○地区 

現 在 の 取 組 概 要 

事業区分 現 在 の 取 組 概 要 

小さな拠点づくり

支援事業 

 

小さな拠点担い手

育成支援事業 

 

※取組概要には、申請（報告）時点の事業実施地域における小さな拠点づくりの取組を記載すること。 

 

３ 事業の実施方針（実施結果） 

 

 

 

 

 

※交付申請：２の「現在の取組概要」を踏まえ、申請年度の実施方針と実施予定を記載すること。 

 実績報告：２に報告時点の取組を記載し、本欄には実施結果を記載すること。 

 

４ 事業費内訳及び算出根拠                         （単位：円） 

事

業

区

分 

 

科 目 

 

積    算 

 

事 業 費 

財 源 内 訳 

 

県 費 

 

市町村費 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

     

小 計      

 

 

 

 

 

 

 

     

小 計      

合  計     

※規則第12条に係る変更申請の場合、変更前を（ ）で記すこと。 

 

５ 他の補助金の活用の有無  （有・無） 



 ※他の補助金の活用の有無について、「有」「無」のいずれかに○をしてください。  

  「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先（補助金を所管してい

る部署名や団体名及び連絡先）を記載してください。 

   

６ 仕入れ控除税額の有無   （有・無） 

  ※仕入控除額の「有」「無」のいずれかに○をしてください。 

「無」の場合には、その理由を記載してください。 

（ 免税事業者であるため ・ その他 （                  ） ） 

 

７ 収支予算（決算） 

（１）収入の部                                   （単位：円） 

負担区分 本年度予算（精算）額 摘  要 

１ 県補助金 

２ 市町村費 

３ その他 

  

合  計   

 

（２）支出の部                                   （単位：円） 

科  目 本年度予算（精算）額 摘  要 

 

 

  

合  計   

 

８ 事業完了（予定）年月日 

 

９ 添付書類 

（１）事業計画申請時 

ア 事業計画の詳細が把握できる事業費内訳書、見積書等 

イ 事業実施主体の概要が把握できる資料（団体の規約、構成員の所属、氏名、役割等） 

ウ 別表第１欄の（２）の事業については、対象となる担い手の氏名、年齢、性別、住所等が把握でき

る資料、被雇用者の事業年度事業計画書及び年間収支予算書 

エ 別表第１欄の（３）の事業については、複数の小さな拠点づくりの実践地域での活用計画 

   

（２）事業実績報告時 

ア 事業実績の詳細が把握できる事業費内訳書 

イ 小さな拠点づくりの受益範囲図面及び関連写真、印刷物、領収書の写し等 

ウ 別表第１欄の（１）の事業については、日本財団が支援した事業内容がわかる資料 

エ 別表第１欄の（２）の事業については、対象となる担い手の勤務状況が把握できる資料（出勤簿等）、

研修報告書、講習会等開催記録資料、小さな拠点づくりの実践活動に係る収支決算（見込）書 

オ 別表第１欄の（３）の事業については、実際の活用スケジュール 



様式第２号（第６条関係） 

                                                           第     号 

                                                               年  月  日 

 

               様 

 

 

                                               職氏名         印 

 

鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付第 号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県版小さな拠点づく

り推進支援事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥

取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定

したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

（担当・連絡先：） 

 

記 

 

１ 対象事業 

  本補助金の対象事業の内容は、・・・・・・・・とする。 

  

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場

合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額     金             円 

（２）交付決定額     金             円 

 

３ 経費の配分 

  本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・・・・とす

る。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補

助金交付要綱（平成２９年３月３１日付第２０１６００１９５５２２号鳥取県元気づくり総本部長通知。

以下「要綱」という。）第４条第２項及び第６条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）

の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならな

い。 

（別表第１欄に掲げる補助事業の（２）の場合は次のとおりとする。） 

  本補助金は、間接国費補助金に該当するものであり、その収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規

則及び要綱のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、地域再生法（平成１７年法律第

２４号）、地域再生法施行令（平成１７年政令第１５１号）、地域再生法施行規則（平成１７年内閣府令第５３号）、

地方創生推進交付金制度要綱（平成２８年４月２０日付府地事第１６号内閣府事務次官通知、２８農振第４５号

農林水産事務次官通知、国総政第１号国土交通事務次官通知、環廃対発第１６０４２０１号環境事務次官通知）

及び地方創生推進交付金交付要綱（平成２８年８月１日付府地事第２９１号内閣府事務次官通知）の規定に従わ

なければならない。 



様式第３号（第１１条関係） 

鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業実施状況報告書 

 

１ 事業実施主体の概要 

実施主体名  
代表者氏名  
所在地・連絡先  
拠点名（上欄と異なる場

合は所在地） 

 

 

２ 事業の概要 

(1)取組内容 

 
 

(2)対象集落別人口・高

齢化率、地区合計・平均

    

 

 

３ 小さな拠点づくり実践に係る実績 

事業実施年 前年度（  年○月～○月） 当年度（  年○月～○月） 

利用者総数（延数） 人 人 

運営スタッフ数 

（常時、臨時別） 
人 人 

収支決算  （単位：千円） 

■収入 

売上げ 

その他収入 

補助金 

    収入合計（C） 

 

 

■支出 

人件費 

運営費 

○○費  

    等 

      支出合計（D） 

 

 

■差引（C－D）   

その他、収入、支出項目については適宜変更・追加してください。なお、事業実施年については、事業開

始から1年間を原則とします。 

 

４ 今後の課題及び対応策 

今 後 の 課 題 

 

 

 

 

課題に対する対応策 

 

 

 

 

 利用者の声等についても記載してください。 

 

※この様式は事業実施翌年度の６月３０日までに提出すること。 



様式第４号（第１１条関係） 

 

 

                                   年   月   日 

 

 

          様 

 

 

                                          印 

 

 

 

     年度鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 年 月 日付第 号により交付決定の通知のあった鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金に

ついて、鳥取県版小さな拠点づくり推進支援事業費補助金交付要綱第１１条第４項の規定に基づき、下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 規則第１８条の補助金の額の確定額（  年 月 日付第 号による額の確定通知額） 

   金     円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

   金     円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額 

   金     円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

   金     円 

 

 

（注）事業実施主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。 

 


